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（公印省略）   

 

臨時休校の延長に伴う放課後児童クラブの対応について 

 

  保護者の皆様におかれましては、新型コロナウィルス感染症の全国的な広がりやお子様への影響に

ついて、大変ご心配されていることと存じます。 

  本町におきましては、政府による「緊急事態宣言」により５月６日までを臨時休校としておりまし

たが、今後も感染拡大防止の徹底を図るため５月７日以降も臨時休校を延長することとしました。 

現在も放課後児童クラブは開所しておりますが、感染拡大を防止するため、臨時休校の期間中は、

引き続き放課後児童クラブの利用を控えていただくことをお願いしますので、ご理解とご協力をお願

いします。 

つきましては、期間中に利用する方は、別添の「利用意向確認カード」を児童クラブに提出してく

ださるようお願いします。 

保護者の皆様には、感染拡大防止の徹底を図るため、特段のご理解とご協力をお願いします。 

 

記 

 

１．期  間   令和２年５月７日（木）から臨時休校の期間中 

・開所時間（日曜・祝日を除く） 

 ・午前７時４５分から午後６時（延長利用は午後６時４５分まで） 

 

２．対  象   小学１年生から小学３年生 

ただし、４年生以上の児童の保護者で、やむを得ない場合（仕事を休むことが困難

な方、家庭で保育が難しい方）は、利用可能 

 

３．場  所   石川町文教福祉複合施設 「モトガッコ」 

 

４．利用料について 

緊急事態宣言の対象期間中に利用しなかった児童の利用料については、利用しなかった日数に応じ

て利用料を減額することとし、後日還付いたします。手続等の詳細は別途お知らせいたします。 

 

５．感染予防への対応について 

（１）休校期間中は、登所時に児童の体調を確認します。登所前に体温を測定し、マスクを着用のう

え、必ず保護者の方と一緒に登所してください。児童のみの登所は利用をお断りします。 

（２）利用中の児童に、発熱や咳などの症状が現れた場合、至急のお迎えをお願いします。 

 

６．家庭での保育へのご協力について 

（１）感染拡大防止に向けた臨時休校であることから、仕事の休みに都合がつく場合や、祖父母・親

族等に預けることができる家庭、自宅で留守番できる児童は、期間中は可能な限りご自宅で過

ごしていただき、感染防止にご協力してください。 

（２）日中の長時間にわたり集団生活を行うという児童クラブの特性上、クラブ内における感染リス

クがないわけではありませんので、懸念がある場合は利用を控えてください。 

 

 

 

 

（事務担当：石川町教育委員会  ℡0247-26-0811）  


